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　子どもの悩みや心配事の相談を
電話で受けています。秘密は厳守し
ますので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月〜金曜日　午前８時30分〜午
後４時30分（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　８月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民生活課窓
口で開設します。
■開設期日　８月12日（金）、26日（金）
■開設時間　午後５時〜６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時までに電
話での申し込みが必要）や印鑑証明書、住民票
が必要な方、町に対する苦情や意見、要望のあ
る方は、お気軽においでください。なお、町税
の納付もできますので併せてご利用ください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意
見や要望、日頃生活する上での困り事など、
さまざまな内容の相談を受けるための行政
相談と人権相談を行っています。
　８月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　10日（水）
■相談時間　午前10時〜午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室
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乳 幼 児
健康診査

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

■申し込み・問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線131、132、133、134）

 【有料広告】 
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　【４か月児健康診査】
・月　日　８月３日（水）
・受　付　午後１時〜１時10分
・対　象　平成28年３月生
・内　容　小児科診察・離乳食試食と
　　　　  進め方
　【10か月児健康診査】
・月　日　８月３日（水）
・受　付　午後１時10分〜１時20分
・対　象　平成27年９月生
・内　容　小児科診察・むし歯予防の
　　　　  お話・離乳食試食と進め方
　【７か月児健康相談】
・月　日　８月４日（木）
・受　付　午前９時〜９時10分
・対　象　平成27年12月生
・内　容　育児相談・離乳食試食と
　　　　  進め方
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお
　持ちください。また、風邪などの病

　気のあるお子さんは次回の健診を受け
　られますので、事前に保健師まで連絡
　してください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ
　ン、おしぼりをお持ちください。

めざせ、胃がん撲滅‼‼

　
青
森
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
あ

お
も
り
農
林
業
支
援
セ
ン
タ
ー
）
で

は
、
農
地
の
貸
し
借
り
を
行
い
、
規

模
拡
大
と
担
い
手
が
作
業
し
や
す
い

農
地
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
農
地
中

間
管
理
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
国
の
制
度
の
見
直
し
に
伴

い
、
農
地
中
間
管
理
機
構
に
農
地
を

貸
し
付
け
し
、
交
付
要
件
を
満
た
し

た
場
合
に
交
付
さ
れ
る
「
機
構
集
積

協
力
金
」
の
単
価
が
変
わ
り
ま
す
。

　
当
町
で
は
、
次
の
協
力
金
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

●
経
営
転
換
協
力
金

①
対
象
者

　
経
営
転
換
す
る
農
業
者
、
リ
タ
イ

　
ヤ
す
る
農
業
者
、
農
地
の
相
続
人

②
要
件

　
経
営
し
て
い
る
全
農
地
（
農
業
振

　
興
地
域
内
の
10
㌈
未
満
の
自
作
地

　
や
、
機
構
が
借
り
受
け
な
か
っ
た

　
自
作
地
は
除
く
）
を
機
構
に
10
年

　
以
上
貸
し
付
け
、
か
つ
、
機
構
か

　
ら
受
け
手
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
こ

　
と

③
単
価
（
機
構
へ
の
貸
付
面
積
に
よ

　
り
ま
す
）

　
０・５
㌈
以
下
↓
18
万
円

　
０・５
㌈
超
２
㌈
↓
30
万
円

　
２
㌈
超
↓
42
万
円

※
た
だ
し
、
こ
の
単
価
は
目
安
額
で

機
構
集
積
協
力
金
の

　
単
価
が
変
わ
り
ま
す

７月１日から対象年齢を30歳未満から50歳未満に拡大。
国民年金を納めることが、経済的に難しい場合は、納付
猶予の申請を。

個別特定健診のお知らせ

●対象
　① 30 歳代の方、② 40 〜 75 歳の国
保の方、③後期高齢者医療の方、④ 40
歳以上の生活保護世帯の方　
※同じ年度内に集団の特定健診や人間ド

ックを受ける方は、この個別特定健診
を重複して受けることは出来ません。

●内容
　血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、
　診察など
●場所
　鶴田診療所
●期間
　平成 28 年 8 月〜平成 29 年 2 月末
　まで
●申込先
　健康保険課 健康長寿班 ⑥窓口
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が
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９
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０
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詳しくは、

納付猶予制度
　　　50歳未満に拡大国民年金

納付猶予制度 検 索

　20 歳〜 40 歳の方を対象に、ピロ
リ菌検査（無料）を実施しています。
　ピロリ菌は慢性胃炎や胃潰瘍、胃が
んなどの病気を引き起こすと言われ、
食べ物の口移しや井戸水などから乳幼
児期に感染するといわれています。
●申込先
　健康保険課 健康長寿班 ⑥窓口
　（電話申込可）
　※受付後、採便キットを送ります。
●検査方法
　採便し、返信用封筒でご返送くださ
　い。
※この事業は、平成 28 年 9 月末で
　終了となります。

※電話での申し込みも可能です。
　申し込みされた方には、後日役場よ
り受診票をお送りします。また、鶴田
診療所への予約は不要です。
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　自覚症状が出にくい生活習慣病は、症状が出たときにはすでに重症ということも少なくありません。心筋梗
塞や脳卒中は、心臓や脳といった臓器そのものに異常があるのではなく、その臓器に血液を送る血管の傷み（動
脈硬化）が原因で起こります。例えば、痩せている人でも、血圧が少し高めというような場合は、血管が傷つ
く下地が出来ていると考えられます。高い圧力が血管にかかり続けることで、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や
脳卒中を招くリスクを高めます。特定健診を受けることにより、目に見えない血管の状態を結果の数値から把
握し、将来発症するかもしれない重篤な病気を防ぐことができます。
　また、日本人は一生のうちに２人に１人は何らかのがんになるといわれ、日本人死亡者の３人に１人ががん
で亡くなっています(出典：国立がん研究センターがん対策情報センター )。鶴田町においても、死亡原因の第
１位はがんです。がんは、全ての人にとって身近な病気になっています。
　がんの始まりは多くの場合、無症状・無自覚という落とし穴があります。よって、がん検診を受けて早期に
発見することがとても大事です。早期に発見し、早期に治療することにより、がんで死亡するリスクを軽減す
ることができます。

今年も受けよう総合健診!  ～８月18日から始まります～

【特定健診・がん検診の流れ】
○受　付

　２日分の便をとってもらい、便に血液が含まれているか検査します。
○大腸がん検診（検査キットの提出）

　尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿中塩分を調べます。糖尿病や腎臓病について調べることができます。
○尿検査

○問　診（※事前に問診票に記入をしてから会場においでください）

　腹囲は、内臓脂肪の量を反映しています。内蔵脂肪の蓄積により、高血糖や高血圧、脂質異常症などのさまざまな生活
　習慣病が引き起こされます。

○身体計測・腹囲測定

○血　圧（※普段血圧の薬を飲んでいる方は、健診当日の朝起きたら必ず薬を飲んでください）

　肝機能、脂質、血糖、貧血、腎機能、尿酸を調べることができます。
　前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診も採血により検査します。

○血液検査

○心電図（※普段心臓の薬を飲んでいる方は、健診当日の朝起きたら必ず薬を飲んでください）

○診　察

　バリウムと発泡剤を飲んで、胃の様子をレントゲン検査します。
○胃がん検診（※血圧の高い方や体調不良の方は、医師の診察により中止する場合があります）

■総合健診に関する問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班　TEL：0173（22）2111（内線131、132、133、134）

　肺全体をレントゲン検査します。問診により、血痰がある方や喫煙指数( １日に吸うたばこの
　本数×喫煙年数)が高い方には喀痰検査を併用します。

○肺がん検診

　目の奥の細い血管（網膜の血管）の状態をみます。網膜の病気や動脈硬化などの程度を知ることができます。
○眼底検査

こちら町の情報局

★毎年健診を受けることが健康な毎日につながります。自分の体からの “声” に耳を傾け、
　体の中で何が起こっているのか確認しましょう。

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓

　　↓



11 広報つるた　No.669

試験職種 採用予定人員 受験資格 試験の日時・場所・内容
消防職（A）

消防職（B）

３名程度

１名程度

(1)昭和61年４月２日から平成11年４月１日までに
　 生まれた者で高等学校卒業以上の学歴を有する
　 者または平成29年３月に高等学校卒業見込の者
(2)採用時において消防職(A)にあっては五所川原市
　 に、消防職(B)にあっては鶴田町に居住できる者
(3)身体が健全であること
(4)視力（矯正視力含む）が両眼で0.8以上かつ一眼
　 で0.5以上であり、色覚が正常であること
(5)自動車運転免許の普通免許（オートマチック車
　 限定を除く。以下同じ）を所持している者また
　 は採用の日までに普通免許を取得できる者（た
　 だし、平成29年３月に卒業見込の者は、採用後
　 １年以内に普通免許を取得できる者）で、採用
　 後５年以内に大型免許を取得できる者

第１次試験
☆日時　９月18日（日）
　　　　午前９時〜
☆場所　五所川原消防本部
☆内容　①教養試験
　　　   ②消防適性検査
　　　   ③体力測定
第２次試験（予定）
☆日時　 10月16日（日）
☆場所　 消防職（A）　
              →五所川原消防本部
　　　　 消防職（B）    
              →鶴田町役場
☆内容　 ①作文試験
　　　　 ②面接試験

消防職（C） 若干名 (1)昭和61年４月２日以降に生まれた者で、救急救
　 命士の資格を有する者､救急救命士養成専門学校
　 卒業および平成29年３月卒業見込の者、または
　 短期大学（専門学校※１含む）卒業以上および平
　 成29年３月卒業見込の者で、採用後、救急救命
　 士養成研修所に入所可能な者
　 ※１ 学校教育法第125条第３項に規定する 「専修学
　　　  校の専門課程」修業年限２年以上の専門学校
(2)採用時において、中泊町に居住できる者
(3)身体が健全であること
(4)視力（矯正視力含む）が両眼で0.8以上かつ一眼
　 で 0.5以上であり、色覚が正常であること
(5)自動車運転免許の普通免許（オートマチック車
　 限定を除く。以下同じ）を所持している者また
　 は採用の日までに普通免許を取得できる者（た
 　だし、平成29年３月に卒業見込の者は、採用後
    １年以内に普通免許を取得できる者）で、採用 
    後５年以内に大型免許を取得できる者

第１次試験
☆日時　９月18日（日）
　　　　午前９時〜
☆場所　五所川原消防本部
☆内容　①教養試験
　　　　②消防適性検査
　　　　③体力測定

第２次試験（予定）
☆日時　10月16日（日）
☆場所　中里消防署
☆内容　①クレペリン検査
　　　　②面接試験

平成28年度 五所川原地区消防事務組合職員の募集について
☆試験案内および受験申込書
　五所川原地区消防事務組合総務課および各消防署（金木、市浦、鶴田、中里、
　小泊）で配布します（平日の午前８時30分〜午後５時15分まで）。
☆申込締切日　
　平成28年８月12日（金）
■試験に関する問い合わせ・受験申込先
　五所川原消防本部総務課 　TEL：0173（35）4382（内線1010、1011）

鶴田町消防団が青森県代表として
　東北水防技術競技大会に参加しました
　鶴田町消防団が５月29日（日）、八戸市長苗代の馬淵川
左岸河川敷で開催された「馬淵川・高瀬川総合水防演習」
の東北水防技術競技大会に青森県代表として参加し、日頃
の鍛錬の成果を披露しました。
　大会では、水の流れで堤防が削り取られるのを防ぐため
の「シート張り工」や、堤防からの漏水拡大を防ぐ「月の
輪工」の２つの水防工法を東北６県を代表する消防団が実
演し、その時間と正確さを競い合いました。指揮を執った
小野政彦分団長は「今後も訓練を重ねて、地域住民の安心
安全に努めていきたい」と話していました。 △大会に参加した鶴田町消防団の皆さん

こちら町の情報局
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　世界大会など数々の大会で優勝し、国内外さまざ
まな公演への出場経験を持つ、津軽三味線奏者の葛
西頼之さん（鶴田町出身）による三味線教室が８月
から下記のとおり開催されます。教室では、津軽の
名曲「どだればち」を習得し、10月に開催するア
ートフェスティバルで演奏することを目指します。
●募集人数
　先着20人まで
●対象者
　小学４年生以上
　（※初心者に限ります）
●会場
　公民館 大集会室
●時間
　火曜日：午後７時〜９時
　土曜日：午後３時〜５時
●その他
　受講料は無料です。
　三味線は貸出し、自己管理とします。
　飲食物は会場内に持ち込み禁止です。
●申込方法
　教育委員会または公民館に置いている受講申込書
　に記入の上、公民館に提出してください。
■問い合わせ先
　鶴田町公民館　TEL：0173（22）2818

卓球・柔道の全国大会出場へ
　　　　　児童・生徒が活躍を決意
　６月10日（金）、卓球と柔道の全国大会へ出
場する児童・生徒が相川町長を訪ね、下記の大
会での活躍を誓いました。
○「全農杯日本卓球選手権大会（カブの部）」（７
月29日（金）〜 31日（日）、神戸総合運動公園
体育館）→成田美咲（梅沢小４年）
○「第29回マルちゃん杯全日本柔道大会」（９
月19日（月）、東京武道館）→神成有

あ さ と

慧（鶴田
中３年）、寺山健太郎（同３年）、太田朝

あ さ ひ

陽（同
３年）、大船瑞

み ず き

季（同３年）、佐々木そら（同３年）、
坂本憲

けんしん

信（同２年）、小笠原駿（同３年）、佐藤
颯
ふ う き

姫（同３年）、佐藤星
せ れ な

麗七（同３年）、宮崎七
海（同３年）、寺山凛（同２年）

町にLED街路灯19基を寄贈
　東北電力五所川原営業所（高杉和郎所長）とユア
テック五所川原営業所（熊谷直彦所長）が５月27
日（金）、役場を訪れ、町にLED街路灯19基（10
ワット相当）を寄贈しました。
　同所による寄贈は地域貢献活動の一環として、今
年は当町を含め３町で実施。高杉所長は「私たちの
活動が地域の役に立てればうれしい。今後も続けて
いきたい」と述べると、相川町長は「町には街路灯
がない場所もあるので、夜間安心して歩けるよう
に、犯罪のない明るい地域をつくるために活用させ
ていただきたい」と感謝していました。
　街路灯の取り付け工事は今後、町からの要望を踏
まえた上で行っていく予定です。

  葛西頼之さんによる
　             三味線教室が開催されます

△目録を手渡す高杉所長（左）と熊谷所長（中央）

鶴田れぢおん倶楽部が中学校へ支援金
　５月26日（木）、鶴田れぢおん倶楽部（瓜田
稔会長）が鶴田中学校（工藤清秋校長）を訪れ、
生徒の学習活動のための支援金を寄附しました。
　同会は、町の若手経営者や事業主など約30人
で構成されており、平成４年から講演会の開催
や文化祭等イベントへの参加などの活動を続け
ています。平成23年の東日本大震災の際には、
被災地の八戸市を訪れ、義援金や物資を寄附す
るなど、地域社会の発展に寄与されています。
　中学校への寄付活動は今回で２回目。瓜田会
長は「（支援金は）子どもたちのために使ってい
ただきたい。今後もこの活動を続けていきたい
です」と話していました。

△工藤校長（右）に目録を手渡す瓜田会長

△全国大会出場を報告した児童・生徒
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６月28日（火）に国際交流会館で行われた誕生証書交付式に出席された
方々（平成28年４月届け出）

お姉ちゃんに負けないように
元気に育ってね♥パパみたい
にイケメンになぁれ♥（笑）
（北山 穂奈美さん・松倉）

瑠斗（るいと）くんへ
明るく元気な子に育ってね。

（佐藤 知佳子さん・中野）

玲音（れい）ちゃんへ

元気にすくすく成長してね♥
カワイイ笑顔をたくさん見せ
てね♥
（須藤 優花さん・みどり町）

晴（はる）ちゃんへ
かわいい笑顔いっぱいで元気
で優しい子に育ってね♥

（齋藤 瑠璃子さん・亀田）

月愛（るな）ちゃんへ

金婚式をお迎えのご夫婦へ
　結婚50年を迎えるご夫婦を対
象に金婚式を開催いたします。
　対象者は鶴田町在住で昭和41
年４月１日から昭和42年３月31
日までに婚姻届を届出されたご
夫婦です。
　該当するご夫婦は８月末日ま
でお知らせください。
　なお、開催日時等については
決定次第お知らせいたします。
■お問い合わせ先
　町民生活課　くらしの窓口班
　（内線153）

鶴田町子育て
支援センターのお知らせ

《子育て相談日》
　子どもの成長、発達の遅れ、
不登校、ひきこもりなど子育て
上、気にかかりご心配なことは
何でもご相談ください。内容に
よっては専門の先生が対応しま
す。予約制ではありません
●日時
　７月23日（土）、８月27日（土）、
　９月24日（土）
　①午前10時～12時　
　②午後１時～３時

《ふれあい体験（小中校生・大人）》
●日時
　毎週土曜日　午前９時から
　（午前中で終了します）
※上記以外の日時でも相談に応
じます。
●場所
　つるた乳幼児園（桜町）
●募集人員
　１日５人（要予約）
●内容
　子どもたちと遊んだり、おむ
つ交換、食事の世話等の体験
※子どもたちと昼食をとりたい
方はお弁当をご持参ください。
※遊べる服装でおいでください。

■申し込み・お問い合わせ先
　鶴田町子育て支援センター
　（つるた乳幼児園）
　TEL：0173（22）3765

東北六魂祭のゆるキャライベントでつるりんが町をPR
　東北６県の代表的な祭りが集結する「東北六魂祭」が６月25日（土）、
26日（日）、青森市で開催されました。メイン会場となった青い海公
園（アスパム裏）では、東北６県のご当地ゆるキャラがPR活動をす
る「東北たまSIXふれあいイベント」が行われ、鶴田町の「つるりん」
が青森県代表のゆるキャラとして参加しました。
　イベントでは、つるりんや他県のゆるキャラたちが会場内を歩き、
来場者と握手をして触
れ合ったほか、グッズ
や観光パンフレットを
配り、地元をPRして
いました。また、会場
内では、来場者が各県
のご当地の祭りの衣装
を着てゆるキャラと写
真を撮るフォトイベン
トも行われました。

△東北六魂祭に参加したつるりん


